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本 論 文 に お い て、 私 は都 市 とい う観 点 か らロー マ の歴 史 を叙述 しよ う と試 み た。M:ウ ェ ー

バ ーが い った よ うに、 ロー マ文 化 と は都 市 文 化 で あ ったが、 そ の具 体 的意 味 につ いて は あ い ま

い な ま ま で あ った。 ま た、 ロー マの歴 史 は都 市 ロー マ の歴 史 に留 ま らず、 ロー マが 支 配 した地

域 の歴 史 研 究 な く して は そ の全 体 像 を把 握 す る こ とはで きな い とい わ れつ っ 、 そ の膨 大 な蓄 積

の 前 に呆 然 と立 ち尽 くす ま まで あ る。 私 は こ こで ローマ史 に とって都 市 とはいか な る意 味 を持 っ

た のか を考 え て み た。

古 代 都 市 にっ い て今 まで 様 々 な角 度 か ら研 究 されて き た。 私 は こ こで は、 主 と して ロー マ の

都市 制 度 を研 究 対 象 と して 取 り上 げ、 地 域 的 に は ロー マ帝 国 の故 地 た るイ タ リア に研 究 範 囲 を

限 定 す る。 ロー マ都 市 制 度 と い う言 葉 はい まだ に我 国 の学 界 に定 着 した用 語 で は な い よ うに思

わ れ る ので 、 こ こで 若 干 の説 明 を して お きた い。 私 が こ こで使 う ロー マ都 市 制 度 とは二 っ の 意

味 を含 ん で い る。 一 つ は、 ロー マ支 配 下 に あ る個 々 の 都 市 の 諸 制 度municipalinstitutionsで

あ り、 他 は、 ロー マ が政 策 に よ って形 成 した ロー マ の統 治 制 度Romansystemofmunicipality

で あ る。 後 者 はす な わ ち ム ニ キ ピウ ム制(市 民 権 政 策)、 植 民 市 制(植 民 政 策)、 同 盟 市 制(同
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盟 政 策)で あ り、 前 者 の 個 々 の都 市 制 度 の実 態 が 明 らか にな って い くこ とで、 全 体 の ロー マ の

統 治 制 度 と して の ロー マ 都市 制 度 が浮 か び上 が っ て くる。 た だ、 こ こで こ とわ って お きた い点

は、 第8-11節(IV、V章)は ロー マ の イ タ リァ都市支 配 とい う問題 か ら多少 ず れ る観 点 が入 っ

て い る。 そ れ は ロー マ 時代 の イ タ リア都 市 研 究 は ロ ーマ の支 配 の拡 大 を解 明す る だ け の もの で

は な く、 多様 な観 点 が可 能 だ か らで あ り、 都 市 研 究 の 問題 関心 を広 げ た結 果 で あ る と理 解 い た

だ きた い。

本 論 文 は テ ー マ別 に構 成 した ので 、 多 少理 解 が 難 しい面 もあ り、 編 年 的 に ロ ー マの 都 市 制 度

の歴 史 を こ こで簡 単 に述 べ て、 論 文 要 旨 と した い。

「支 配 と い う面 に お い て、 ロー マ が な した最 大 の事 柄 は、 都 市 制 度municipalsystemの 創

設 で あ った」 とは イ ギ リス の ロー マ史 家H.S.ジ ョー ンズ の言 で あ るが 、 都市 ロー マ は周 辺 の都

市 国 家 を征 服 し、 そ こに異 な った都 市形 態 と、 そ れ に対 応 す る異 な った 市民 身 分 を与 え る こ と

に よ り、 イ タ リア支 配 を形 成 、 確 立 して い った。 周 知 の よ うに、 イ タ リア半 島 に都 市 とい う も

の を建 設 して い った 先 駆 者 は ギ リシ ァ人 と エ トル リア人 で あ っ た。 都 市 ロー マ は古 代 イ タ リア

人 の一 派 ラテ ン人 が 主 力 とな り、 ラテ ィウ ム地 方 北端 、 す な わ ち先 進 的 エ トル リア地 方 と境 を

接 す る地 域 に交 易 を 目的 と して建 設 され た都 市 で あ った。 つ ま り ラテ ン同盟 の一 都 市 と して誕

生 した。 ラテ ン同 盟 の他 の都 市 と は、 同 じラテ ン人 との同 族 意 識 が あ り、 ロー マ市 民 に近 い権

利 を認 め て い た。 ラテ ン人 身 分 は イ タ リア にお い て は、 同 盟 市 戦争(前91年 一前88年)後 、 ラ

テ ン植 民 市 とい う都 市 形 態 が 消 滅 した に もか か わ らず 、 存 続 す る。

ロー マ誕 生 期 、 イ タ リア半 島 に は、 す で に エ トル リア人 、 ギ リシア人 に よ り多 数 の都 市 が 存

在 して お り、 ロー マ も他 都 市 を意 識 せ ざ るを え な い環 境 に あ っ た。 と ころ で、 当時 の イ タ リア

半 島 ば か りで は な く、 広 く古 代 世 界 一 般 にっ い て、 都 市 国 家 間 に頻 繁 に戦 争 が起 こ って い る こ

とが強 調 さ れ、 古 代 社 会 を慢 性 的 戦 争 状 態 とす る考 え方 が あ る。 そ して この状 態 は都 市 国 家 間

に一 定 の 国 際秩 序 は存 在 せ ず 、 自然 的敵 対 関係 、 す な わ ち、 いっ戦 争 が起 こ って も自然 な関 係

が あ った とす る。 私 は この説 に疑 問 を もって お り、 当時 の イ タ リア半 島 に は ゆ る い一 定 の国 際

秩 序 と呼 べ る ものが 存 在 して い た と考 え る(第7節 く 皿章 〉)。 そ して後 に 述 べ る ロ ー マ都 市

制 度 とは この国 際 秩 序 の 中で 形 成 され て い った。

この初 期 ロー マ は隣 接 都 市 との戦 闘 を繰 り返 しな が ら固 有 の領域 を拡 大 して い った。 都 市 が

領 域 を広 げ る こ とは、 大 部 分 、 隣 接 都市 を破 壊 して そ の領 域 を 併合 す る こ とで あ ったが 、 これ

は ロー マ に 限 らず 、 他 都 市 も行 って お り、 ロー マ 自身 前5世 紀 末 か ら前4世 紀 初 頭 にか けて の

ウ ェイ イ征 服 が好 例 で あ ろ う。 この場 合、 あ る一 定 範 囲以 上 の拡 大 は都 市 国 家 に と って 不可 能

で あ った ろ う。 ま た、 当時 の ロ ーマ は他 の ラテ ン都 市 と と も に植 民 市 を建 設 して い る。 この ラ

テ ン植 民 市 は古 い ラテ ン植 民 市 と呼 ば れ、 後 の ロ ー マ独 自の そ れ とは区 別 され よ う。 また、 近
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隣 の都 市 と は ロ ーマ は同盟 関係 を結 ん だ と思 わ れ る。 植 民 政 策 と同盟 政 策 は ギ リシア人 、 エ ト

ル リア人 都 市 に は知 られ て い る こ とで 、 よ り広 くい え ば、両 政策 は古 代 地 中海 世 界 の都 市 が 頻'

繁 に行 って い た もの で あ ろ う。

これ に対 して、 ムニ キ ピ ウム制 は ロ ー マ独 自の都 市 形 態 と思 わ れ る。 この制 度 の遠 い起 源 に

っ い て は、 ギ リシア起 源 を唱 え る研 究 者 もい るが、 本 論 文 で は立 ち入 る こと は しなか っ た。 し

か し、 この制 度 が十 分 に展 開 したの は ロ ーマ に お い てで あ る、 とい う点 に お い て ま さ に ロ ー マ

的 な もの だ った。

さ て、 ム ニ キ ピ ウム とは な にか。 これ につ いて は本論 文 第1節 お よ び第2節 にお いて 取 り上

げ た。 リウ ィ ウス に よ れ ば、 ム ニ キ ピウ ム は前381年 ラテ ン都 市 ト ゥス ク ル ム に設 置 され た の

が 始 ま りで あ った。 トゥス ク ル ムの 住民 は ロー マ市 民 権 を賦 与 され、 都 市 の 自治 組 織 は維 持 さ

れ た。 そ の後 、 前353年 エ トル リアの カエ レが ム ニ キ ピウ ム とな った。 こ の場 合 、カ エ レの 住 民

は投 票 権 の な い市 民 権 を賦 与 され た。 しか し、 ム ニ キ ピウ ム制 が制 度 と して定 着 したの は前34

0年 に始 ま り前338年 に終 結 した ラ テ ン戦 争 後 で あ った。 この戦 争 は ロー マ と他 の ラ テ ン同 盟 諸

都 市 との 間 に起 こっ た もの だ が、 ロー マ は戦 勝 後 、 征服 した都 市 住 民 に は ローマ市民権 を与 え、

都 市 に は 自治 を認 め た。 これ 以 降、 ロー マ は征 服 地 を獲得 す るた び に、 既 存 都 市 の 政 治 制 度 を

温 存 させ 、 住 民 に ロ ーマ市 民 権 を与 え て い き、 ム ニ キ ピウム を増 加 させ て い った。

この ム ニ キ ピウ ム制 で 長年 論 争 され て きた問 題 と は、 ムニ キ ピ ウム 自治 に つ い て で あ っ た。

この都 市 形 態 が 持 った 自治権 こそ が この制 度 の 本 質 を 示 し、 ロー マ ・ム ニ キ ピウ ム関 係 を 明 ら

か にす る。 従 来説 の代 表H.ル ドル フは 「征 服 され 併 合 され た都 市 にお い て 、 ロ ー マ は ど こで

も 自律 的 制 度 を許 さな か った。 自律 的制 度 に代 え て、 ロー マ の行 政 の 要 求 に応 え るべ き根 本 的

に新 しい 制 度 を設 置 した。 だ か ら、 我 々が ム ニキ ピウ ムで 出 くわす諸 制 度 は、 どの 時代 にお い

て も いっ も ま っ た くロー マが都 市 に対 して押 しつ けた もの な の で あ る」 と、 この 関係 を ま っ た

く近 代 国 家 にお け る国 家 と都 市 の関 係 で解 釈 す る。私 は これ にっ いて 都 市 政務 官 職 と都市 裁判

権 を検 討 し、 ロ ーマ ・ムニ キ ピ ウム関 係 はむ しろ同盟 関係 に近 い もの との 結 論 を 得 た。 ま た、

都 市 の保 持 した 裁判 権 にっ いて は第3節 で取 り上 げた。

ロー マ の 固 有領 域 の 拡大 の個 別 事 例 研 究 と して 、第4節 で ピケ ヌ ム地 方 の ロー マ市 民 権 の 様

子 を取 り上 げ た。 そ して、 イ タ リア同 盟 市 が ロー マ市 民 権 を求 めて ロ ーマ に対 して武 器 を取 っ

た 同盟 市 戦 争(前91年 一前88年)の 結 果 、 同 盟市 、 ラテ ン植 民 市 の住 民 はす べ て ロ ー マ市 民 権

を受 け、 都 市 は ムニ キ ピ ウム とな った。 共 和 政 末 期 の史 料 に は ム ニ キ ピウ ム と は イ タ リァ地 方

都 市 の代 名 詞 とな って あ らわ れ る。 イ タ リア半 島 に ロー マ市 民 権 が 拡大 した結 果 、 ロー マ は都

市 国 家 の性 格 を残 しな が ら領 域 国 家 の様 相 を帯 び る よ うに な る。 同 盟 市 戦 争 時、 お よび そ の後

の ロー マ の市 民 権 政 策 に つ い て は第5節(1章)で 取 り上 げ た。
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さて、前述の ラテ ン戦争 は、 ムニキ ピウム制 の定着 ばか りでな く、他の都市形 態 におお きな

影響 をお よぼ した。 ラテ ン植 民市 は、 それ以前 につ いて もローマの主 導権 が強 く作 用 した と思

われ る幾つかの例 はあったが、 この戦争 で ラテ ン同盟が解体 したため、名実 ともに ローマ主導

の ラテ ン植民市が これ以降建設 されてい った。っ ま り、 これ以降の ラテ ン植民市 はローマの固

有領域の、原則 と して内陸部 の端 にこの領域 を守 るよ うに配置 された。 この植民市 は入植者 が

ロー マ市 民であ って も入植後 はラテ ン人 とな り、法的 にはローマか ら独立 した都市 国家 であ っ

た。 また、入植者 には比較 的大 きな面積 の土地分配が あ り、一都市 あた りの植民者数 も多 か っ

た。 これを一 般的 に大規模 内陸型植民 と呼 ぶ。

これ に対 して、 ラテ ン戦争 後、新 しい植民 が開始 され た。 ローマ市 民権植民市 であ る。 これ

は植民者 はローマ市民権を失 わず、 ローマの固有領域内 の沿岸部 に小規模 の人数 で入植 した も

ので ある。小規模沿岸型植民 であ る。 このよ うに、 ローマは拡大 した固有領域 の統 治機構 と し

て ローマ市民権植民市、 ムニキ ピウムを創 り出 し、都市国家 の限界を超 えた。 ローマの固有領

域 の拡大 は ラテ ン戦争か ら約70年 後 にはア ドリア海沿岸部 まで達 し、中部 イタ リアの状勢 は同

盟市 戦争 まで ほとん ど固定化 す る。

ローマの植民政策 は上記二 種類の植民市建設 に留 まる もので はな く、都市建設 を伴 わない個

人 的土地分配が あった。 この形式 は同盟市戦争以前 に幾っか の例が知 られ興 味深 い情報 を我 々

に伝え るが、戦後 のいわゆ る退役兵植民 に適用 されていった。私 は第6節(H章)で 植民政策

を取 り上 げたが、 こ こで はローマの トリブス制 が同盟市戦争以前の植民政策 を強 く規制 してい

た ことを明 らか に した。っ ま り、同盟市戦争以前 の ローマは都市国家体制 を維持 しようとの努

力を続 けた。

さて、同盟市で あるが、 これ は本来独立 した都市 が条約 を通 して ローマとの同盟 関係 に入 った

もので ある。 ローマは固有領域 を拡大 させ る一方、他 の独立都市 と積極的 にさまざ まな同盟 関

係を取 り結んで いった。 そ して前272年 、 ローマに敵対 していた南 イ タ リアの タ レ ン トゥムが

ローマに降伏 しローマの同盟市 となった ことで、 ローマに対抗す る都市 はもはやイ タ リアに存

在 しな くな った。概説的 にいえば、 この時を もって ローマのイ タ リア統一 が完成 した と説 明 さ

れ るが、 これは ローマがイ タ リア内の他都 市あ るいは他種族 となん らかの関係を取 り結び、 ロー

マの都市制度 の中にす べて取 り込 まれた ことを意 味す る。 ローマの固有領域 にはローマ市民 権

植民市 とムニキ ピウムが軍事 ・統治機構 と してあ り、 ローマ領域 に近 い地域 に法 的 には独立 し

た ラテ ン植民市 が配置 され、遠方 の都市 、種族 とは同盟 関係 を樹立 させ たのであ った。都市 が

都市 を支配す る体制 が完成 したので ある。

さて、 ローマ都市制度 の歴史 に とって同盟市戦争 は重大 な意味 を持っ。 ローマの共和政体制

とはい ってみれば都市 国家体制 であ った。 ここで都市国家体制 とは市民権、 トリブス、ケ ントゥ
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リア な どの制 度 を指 す。 そ して この都 市 国家 体 制 を基 礎 と して政 治 体 制 の共 和 政 が 成立 して い

た。 例 え ば第6節(H章)で 論 じた よ うに、 ト リブ ス制 は ロー マ の植 民 政策 を 強 く規 定 して い

た。 と ころが 、 第5節 に述 べ た よ うに、 同盟 市戦 争 後、 ロー マ の トリブ ス制 は も はや実 質 的意

味 を喪 失 す る。 市 民 の ト リブ ス、 ケ ン トゥ リア所 属 を 確認 す る ケ ンス ス は同盟 市 戦 争 後 、 ほぼ

20年 を経 た前70年 にや っ と着手 され た。 共 和 政 末 期 の政 治 的 混 乱 と いわ れ る もの は、 実 は 同 盟

市戦 争 の 結 果 、 ロ ー マが都 市 国家 体 制 を維 持 で きず、 新 た な体 制 を模 索 す る時 期 で も あ っ た。

同 盟 市 戦 争 に よ って 、戦 前 の ロー マ市 民 数 と ほぼ 同数 あ る い は それ以 上 の新 市 民 が市 民 団 に

加 わ った。 民 会 の 主 導権 を新 市 民 に奪 わ れ る こ とを危 惧 した ロ ー マ保 守 派 は既 存 の35ト リブ ス

に新 市 民 の加 入 を認 めず、 少 数 の新 ト リブ ス に彼 らを押 し込 め よ う と した が、 第5節 に述 べ た

よ う に この計 画 は失 敗 に終 わ る。 しか し、 市 民権 が イ タ リア半 島 に量 的 ・地 理 的 に爆 発 的 に拡

大 した に もか か わ らず、 民 会 は ロー マで 開 催 され続 け た。 その 結 果、 民 会 の機 能 は この 時 期 、

劇 的 に衰 退 す る。 政務 官 選 挙 に は多 数 の 、 新市 民 で あ るイ タ リア人 が立 候 補 し、 選 挙 が以 前 に

増 して激 化 す る(参 考 論 文 参 照)。 元 老 院議 員 に は イ タ リア 出身 者 が 増 加 す る。 こ の よ うな 環

境 の下 に、 イ タ リア出身 者 の チ ャ ン ピオ ンと して ア ウグ ス トゥスが登 場 して くる の で あ る。

さて、 同盟 市 戦 争 後 、 イ タ リア にお け る都 市 の形 態 ぽ ム ニキ ピウム と植民市(ロ ーマ市 民権)

の み、 とな り、 自由人 住 民 は ローマ市 民 で あ り、 き わ めて単 純 化 され た。 ここで ロ ー マ と イ タ

リア都 市 の関 係 は、 あ た か も近 代 領 域 国 家 の 中央 と地 方 の ご と き もの に変 化 す る。 だが 、 ロ ー

マ とイ タ リア都 市 の関 係 が 近 代 的意 味 で の 中央 と地 方 の関係 に解 消 さ れ るわ け は な く、 きわ め

て 微 妙 で あ った。 そ こで 、 領 域 国 家 とな った ロー マ の もとで の イ タ リア都 市研 究 は、今 まで の、

ロ ー マ の支 配 の拡 大 に お け る都 市 の果 た した役 割 と い う観 点 の み な らず 、 よ り広 くロ ーマ 社 会

に お け る都 市 の意 味 を問 うこ と にな る。 これ に は史 料 の状 況 も関係 す る。 一 体 に、 同盟 市 戦 争

以 前 の イ タ リア都 市 関 係 史料 は きわ め て乏 しく、 都 市 内部 社 会 を伝 え る もの に至 って は ほ とん

ど な い に等 しい。 これ に対 して、 戦 後 に っ い て は主 と して碑 文 史 料 、 考 古 学 史 料 が相 当 量 、 使

用 で き る。 特 に、 ポ ンペ イか ら得 られ る ロー マ社 会 にっ い て の情 報 量 は都 市 ロ ーマ を 除 外 す る

と、飛 躍 的 に大 き い。

イ タ リア にお いて は、 い わ ゆ る都 市 政 策 と して は植民 政 策 が 残 った。 ちな み に、 属 州 に お い

て は従 来 の都 市 制 度 は存 続 し、 属 州 の統 治 に大 きな役 割 を持 ち続 けた。

同盟 市 戦 争 後 の ロ ーマ の植 民 活 動 は退 役 兵 植民 と総 称 され るが 、 属 州 に お け る新 た な植 民 市

建設 を伴 う もの と、 イ タ リアに お け る既 存 の 都市 へ個 人 的 土 地 分 配 の形 で入 植 す る二 っ の タイ

プが あ った。 この二 っ の タイ プに含 まれ な いの が北 イ タ リア、 ガ リア ・キ ス ア ル ピー ナ地 方 の

新 都 市 建 設 で あ る。 この地 方 は都 市 化 と ローマ化 の遅 れ た地 域 で あ り、 同盟 市 戦 争 時 、 ラテ ン

市 民 権 を与 え られ た。 そ して新 都 市 の 建 設 は土 着 住 民 の ため の もの だ った。 これ にっ い て は第
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8節(IV章)に お い て ム ニ キ ピ ウム ・テ ィー キ ー ヌ ムの都 市 計 画 を 中心 に論 じた。

さて、 第9-11節(V章)で は、 イ タ リア都 市 の一 例 と して ポ ンペ イ を取 り上 げ た。 ポ ンペ

イ は前6世 紀 頃、 ギ リシア人 あ る い は エ トル リア 人 の影 響 下 に都 市 建設 がな され た都市 で あ る。

そ して、 前5世 紀 後 半 、 サ ム ニ ゥム人 に 占領 され 、 サ ムニ ウム人 都 市 と して発 展 す る。 この都

市 は第3次 サ ムニ ウム戦 争 時 の前3世 紀 初 頭、 ロ ーマ との 同盟 関係 に入 った と推 定 され る。 同

盟 市 戦 争 で は ポ ンペ イ は イ タ リァ同 盟 側 にっ き、 ロ ーマ と戦 うが、 ス ッ ラの軍 門 に下 り、 ロ ー

マ市 民 権 を賦 与 され る。 この時 、 ポ ンペ イが ムニ キ ピウム に な った のか 、 な にか 特 例 的 な扱 い

を受 け た の か論 争 が あ る が、 第9節 で 私 は ポ ンペ イが ムニ キ ピ ウム で あ っ た と考 え る立 場 を 主

張 した。 前80年 、 ポ ンペ イ は ス ッラの 植民 を 受 け入 れ、 都 市 埋 没 時 の79年 まで の160年 間、 ロー

マ市 民 権 植 民 市 と して 生 き続 け た。 第9節 で は、 また、 既 存 の都 市 が 新 植 民 者 を受 け入 れ る場

合 に起 き た様 々 な問 題 を指 摘 した。

さて 、 ロー マ社 会 の一 例 と して の ポ ンペ イ社 会 で あ るが、 第10節 で は ポ ンペ イの 都 市 政 務 官

選 挙 を取 り上 げ た。 ポ ンペ イ に は数 多 くの選 挙 ポ ス ター が残 さ れ て い るが 、 ここか ら社 会 の様

相 を うか が い知 る こ とがで き る。 まず 、 ロ ーマ の選 挙 に お い て は、 保 護 者 ・庇 護 民 関 係 が 当 落

を 左 右 した と一 般 的 に い われ るが 、 ポ ンペ イに お い て は そ の様 な こと は証 明 され な い。 それ で

は、立 候 補 者 と支 持 者 の関 係 は どの よ うな もの だ った か を問 い、 比 較 的 貧 しい職 業 集 団 が 積 極

的 に選 挙 に参 加 して い る こ とに注 目 した。 そ して、 貧 しい者 達 は臨 時 の生 活 費 の 収 入 源 と して

公 共事 業 を求 め た ので は な いか 、 そ れ故 、 公共 事 業 に責 任 を持 つ 都 市 政 務 官 選 挙 に熱 心 だ っ た

と考 え た。

第11節 は前 節 で 提 示 した、 都 市 貧 民 と公共 事 業 の終 わ りにつ いて論 じた。 都市 の 公 共 建 築 物

は今 まで 漠 然 と奴 隷 の強 制 労 働 に よ って建 設 され た と考 え られ て きた が 、 史 料 は異 な っ た様 相

を 示 して い る よ うに見 え る。 っ ま り、 都 市 の公 共 施 設 建 設 の 単 純 労 働 は都市 の 貧 しい 自由人 に

よ って 賄 われ た。 そ して 、 ロ ーマ の 為政 者 は都 市 貧 民 の生 計 維 持 の た め に公共 事 業 が必 要 だ っ

た こ とを 認 識 して い た。 この こ と は また、 ロー マ の奴 隷 制 度 につ いて も再 考 を促 す。

さて 、 最 後 に同 盟 市 戦 争 後 の ロ ーマ と都 市 の 関係 にっ いて 一 応 の ま とあ を こ こで した い。

本 来 、 ロ ー マ は中 央 政 府 と い う側面 と イ タ リア の一 都 市 と い う側面 の二 面 の顔 を持 った。 同

盟市 戦 争 以 前 は、 この二 面 が それ ほ ど矛 盾 な く両 立 して い たが 、 それ が戦 後 、 大 き く分 裂 して

い く。 中 央 政 府 機 関 と して の民 会 、元 老 院、.政務 官 は 同盟 市 戦 争 の影 響 を 強 く受 けた。 中 央 政

府 が 共 和 政 か ら帝 政 へ 移 行 した こ とが イ タ リア都 市 に いか な る意 味 を 持 った の か早 急 に結 論 ず

け る こ と はで き な いが 、 ポ ンペ イそ の他 の イ タ リア都 市 の動 向 を見 る と、 同盟 市 戦 争 ほ ど大 き

な 影響 は なか ったの か も しれ な い。 イ タ リア都 市 は 同盟 市 戦 争 時 、命 を 賭 けて ロー マ市 民 権 を

熱望 し、 トリブ ス所 属 につ いて も大勢 の地 方 住 民 が ロー マ に押 し掛 けて い る。 しか し、そ の後・

一63一



イ タ リア都 市 の ロー マ に対 す る示 威 行動 は影 を ひ そ め る。 だ が、 地 方 都 市 の有 力 者 は中 央 の 官

職 を求 め ロー マ に や って くる。 ただ し、 彼 らに地 元 代 表 との意 識 が あ ったか ど うか は疑 問 で あ

る。 ま た、 前1世 紀 の イ タ リア都市 は建築 ブー ム が到 来 す る。 あ た か も中 央 政 界 の 混 乱 を あ ざ

笑 うか の よ うに イ タ リア都 市 は 自分 達 の 都市 の美 化 ・整 備 に熱 中 す る ので あ る。

一 方
、 中央 政 府 で あ る はず の ローマ は行 政 範 囲 を都 市 ロ ーマ に限 定 して い く。 か つ て 、 ロ ー

マ の固 有 領 域 に存 在 す る全 市 民 の ケ ンス ス実 施 を担 って いた ロー マ は、 同 盟 市 戦 争 後 の 早 い段

階 で 、 ケ ンス ス を試 み た際 、 実 質 的 担 当 を イ タ リア都 市 に委 ね て い る。 ま た、 グ ラ ック スの 改

革 に よ って創 出 さ れ た穀 物 の安 価 な 配給 も グ ラ ック ス時代 当初 か ら対象 は都市 ローマで あ った。

民 会 の活 動 は鈍 化 し、 ロー マ の政務 官 は管轄 範 囲 を ロ ーマ近 郊 に限 定 す る兆 しが 見 え て くる。

結 論 的 に い うな らば、 共 和 政 末期 か ら元 首 政 期 にか けて、 イ タ リア都 市 は ロ ーマ か ら、 か な

り自律 した政 治 ・経 済 を営 ん で いた の で はなか ろ うか。 これ は古 くか らの 都 市 国 家 の 伝統 が帝

政 期 に至 って も生 きっ づ けて いた とい って も良 い。 これ を ロー マ側 か らいえ ば 、 ロ ーマ も都市

国 家 の性 格 を依 然 引 きず って いた とい う こ とにな ろ う。 ロー マ の都 市 国 家 的 性格 は同盟 市 戦 争

後 も生 き続 け る。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論 文 は、 古 代都 市 国 家 で あ る ロー マが 、 紀 元 前509年 か ら、 前1世 紀 初 め に イ タ リア 半 島

の支 配 を 完成 させ る まで の時 代 の、 ロ ー マの イ タ リア都 市 支 配 体制 の過 程 を歴 史 的 に解 明 した

もの で あ る。 従 来 の ロー マ史 研 究 は、 ロー マ 自体 の制 度 や 政 治 に重 点 が お か れ、 イ タ'リア の諸

民 族 の都 市 にっ い て は、 ロー マ の観 点 か らの研 究 に とど ま って いた。 論 者 は関連 す る研 究 史 を

綿 密 に た ど り、 ロー マ 史 中心 の偏 りを もっ リウ ィ ウス や ポ リュ ビオ スな どの古 典 史 料 を丹 念 に

読 み返 して、 さ らに碑 文 資 料 や考 古 学 の最新 の発 掘 報 告 を も豊 富 に活 用 して、 当該 問 題 につ い

て の新 知 見 を提 示 して い る。

第1章 「ム ニ キ ピ ウム制 」 は、 ロー マが次 第 に強 力 に な り、 前381年 前 か ら、 ロ ー マ に服 す

る都 市 を ム ニ キ ピ ウム(自 治 都 市)と して支 配 下 におい た制 度 を取 り上 げ る。 これに よ って ロー

マが 圧 倒 的 な支 配 力 を行 使 した と い うモ ムゼ ン らの説 に対 して、 論 者 は ム ニ キ ピウ ムが ロー マ

の支 配 の巧 妙 さを示 す に して も、 個 々の ムニ キ ピ ウム は固 有 の 政務 官 職 や裁 判 権 を あ る程 度 は

もち続 け て い た こ とを主 張 す る。 そ の た め の実 証作業 と して北 イ タ リアの ガ リア ・キ スァ ル ピー

ナ の諸 都 市 の裁 判 権 を ロー マ の裁 判 権iに組 み入 れ る ことを 定 め た 「ル ブ リウ ス 法 」 を分 析 し、

諸 都 市 の諸 制 度 の存 続 を指 摘 す る。 ロ ーマ の都 市 支 配 は従 来 か ら考 え られて いた よ り も多様 で、
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また 寛 大 で もあ った ので あ る。 こ こで は法学 の方 法 とそ の研 究 成 果 が きわ め て 的確 に利 用 さ れ

て い る こ と が評 価 で きる。

ま た 論 者 は、 ロー マ が他 都 市 に市 民権 を 賦与 す る政 策 にっ いて も分 析 し、同盟 市戦 争(前91-

88年)後 に 全 イ タ リア の都 市 民 に ロ ーマ市 民 権 が与 え られて ロ ー マの イ タ リア支 配 が完 成 した

と見 られ る時 点 に な って も、 市 民 登 録 にっ いて は新 しい市 民 が そ れ ぞ れ の都 市 で行 う こ とを指

摘 し、 ロ ー マ の支 配 は都 市 を 重 視 し、大 きな 自立 性 を許 す もので あ った、 と論 ず る。

第H章 「植 民 政 策 」 は、 ロ ー マ の支配 権 の、 よ り強 力 な面 を示 す 植民 市 建 設 を取 り上 げ る。

ラテ ン人 都 市 と共 同 で行 った植 民 と ロ ーマ市 民 が送 られ る植 民 とを年 代 順 に整 理 し、 植 民 の軍

事 目的 を も っぱ ら強 調 す る従 来 説 に対 して、 特 に ロー マ市 民 植 民 に際 して の土 地 分 配 が ロー マ

の政 治 ・社 会 の上 で も った意 義 を見 いだ し、 当該 問題 を ロー マ史 の 、 よ り広 い枠 組 み の 中で 見

るべ き だ 、 と論 ず る。

第 皿 章 「同 盟 政 策 」 は、 ロ ー マ以 外 に イ タ リア に多 数 存 在 して い た都 市 の うち、 ロー マ人 と

は異 な る 民 族 で あ るエ トル リア人 、 ギ リシ ア人 の諸 都 市 との同盟 を、 ロー マ が ど の よ うに結 ん

で い た か を 検 討 す る。 都 市 に よ り、 同盟 の結 び方 は多 様 で あ り、 従来 古 代 イ タ リア に は 「自然

的敵 対 関 係 」 が前 提 されて い て、2都 市 間 に同盟 条 約 が な けれ ば 戦争 状 態 に あ った、 とす る説

が有 力 で あ った の に対 し、 論 者 は反 論 し、 実 際 に は イ タ リア に は一 種 の 「国 際法 秩 序 」 が 存 在

して い た と主 張 す る。 この主 張 は ま た、 従 来 ゐ ロー マ史 研 究 が 、 ロ ーマ の地 中海 支 配 を 「帝 国

主 義 」 と促 え て きた の に対 し、 イ タ リア にお け る ロー マ の支 配 に はか な りの制 約 性 が あ った こ

と、 ロ ー マ は都 市 国家 の制 度 を守 ろ うと し続 け、 他 都 市 の諸 制 度 の存 続 を許 した こ とが改 め て

強調 さ れ る。

第IV章 「都 市 建設 」 は、 ロー マ以 外 の イ タ リア都 市 の歴 史 にっ いて の情 報 が乏 しい 中 で、 北

イ タ リア の 都 市 テ ィー キ ー ヌ ム の、 考 古 学 と トポ グ ラ フ ィの研 究 に基 づ く考 察 で あ る。 本 来 ガ

リア人 の 共 同体 で あ った テ ィー キ ー ヌ ムが 、 前2世 紀 か ら1世 紀 にか けて都 市 化 し、 ロー マ化

して い っ た こ とが詳 細 に示 さ れ る。 テ ィ ビ レ ッテ ィの研 究 に負 うと は い う もの の、 ロー マ以 外

の 都 市 研 究 が皆 無 に等 しい我 が 国 の学 界 に と って は、 きわ め て貴 重 な紹 介 で あ り、 古 代 イ タ リ

ア史 に お け る ロ ーマ 中心 史 観 へ の批 判 の一 環 と して意 義 を もつ 。

第V章 「ポ ンペ イ研 究」 も、 特 定 の イ タ リァ都 市 の考 察 で あ る。 ポ ンペ イ もま た文 献 史 料 に

欠 け る が 、 広 大 な 遺 跡 の発 掘 に よ り、 膨 大 な考古 学 ・碑文 の資 料 が 得 られ る。 論 者 は ポ ンペ イ

の歴 史 に っ いて 、 これ が前89年 に ロー マ に降 伏 して ム ニキ ピ ウム とな り、前80年 に は植 民 も行

わ れ た 、 と推 測 す る。 その上 で膨 大 な、 い わ ゆ る 「選 挙 ポ ス ター」 の資 料 を詳 細 に検討 し、 帝

政 に 入 っ た 後1世 紀 の時 点 と は いえ、 イ タ リア の一地 方都 市 に お け る政 務 官選 挙 が市 民 参 加 に

よ り、 盛 ん に行 わ れ て い た こ と、一 般 市 民 が政 治 家 た ち に働 き口確 保 の たあ に公 共事 業 を求 め
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て い幽た ことが推測 されて いる。

以上 の よ うに、本論文 は古代 ローマ共和政 の歴史 について、従来の視 点を批判 し、 ローマに

支配 された イタ リア都市 に視点 を定 めた上で深 く考究 し、諸都市の制度 の存続 や、古代 イ タ リ

ァ半 島にお ける都市 関係 の多様性 など、新 しい知見 を提示 している。研究史 の整理 も綿密 であ

り、文献 史料 の検討 も周到 である。 また文献史料 を補 う、考古学 ・碑文学 への目配 りもゆ きと

どいてい る。本分野 の研究 において資す るところは大 なるものがあ ると言 えよ う。

よ って本論文 の提 出者 は博士(文 学)の 学位 を授与 され る十分な資格 を有す る もの と認 あ ら

れる。
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